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第

五

部

会

古
代
ギ
リ
シ

ア

に

お

け

る

　

　

神
聖
（

霞
 

8
ω
）

概
念
に

つ

い

て

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

葛

西

康

徳

　

本
報
告
は、

古
代
ギ

リ
シ

ア
の

宗
教
に

お

け
る
キ

ー

ワ

ー

ド
の
一

つ、

「

神
聖
（
匡
Φ
昌

o
°・）
」

概

念
に

焦
点
を

合
わ
せ

、

そ
れ

を

法
と

の

関
連
で

分
析
す
る
こ

と
を

通
じ

て
、

ギ
リ
シ

ア

宗
教
の

特
徴
の
一

端
を
明
ら
か

に

す
る

こ

と

を

目
的
と

す
る

。

　
ま

ず、

「

神
聖
」

な
る

場、

い

わ
ゆ

る
。゚

譽
o

言
四

蔓

か

ら

ア
プ
ロ

ー
チ

す
る

。

こ

こ

で

は

考
古
学
的
分

析
に

は
立
ち

入
ら
な
い

。

む

し

ろ

聖
域

成

立
の

根
拠
を

問
題
と

す
る

。

か

つ

て
、

グ

ー

ル

ド
（
回
o
げ
嵩

Oo
に

缸）

は

「

嘆
願

臼
貯
Φ
け

臨

P
ω

巷
覧
冨
国

寓

8
ご

研
究
に

お

い

て
、

嘆
願
成
立
の

二

類
型
と

し
て

、

「

身
体
的

接
触
型
」

と

「

神
の

祭
壇
ま

た
は

神
聖
な

る

土

地
（
領
域）

接
触
型
」

を

提
示
し
た

。

後
者
は
や
が
て

「

世
俗
化
」

し

て

政

治

的
・

社
会
的
制
度
と

し
て

の

「

ア
ジ

ュ

ー
ル

（
窃
覧
貯
ご

に

発

展
す
る

。

比

較
人
類
学
の

知
見
と

儀
礼
論
を

根
拠
に

し
た

グ

ー
ル

ド
の

論

証
は

、

第
一

類
型
に

つ

い

て

は
一

定
程

度
説
得
力
を

有
す
る

と

思
わ
れ
る

が
、

第
二

類
型
に

つ

い

て

は
、

「

神
聖

性
」

を

前
提
し
て

議
論
を

立
て

て

い

る
。

一

体、

祭
壇
な

い

し

神
域
の

「

神
聖

性
」

あ

る

い

は

「

不
可
侵

性
」

の

根
拠
は

何
か

？

　
そ
こ

で
、

「

神
聖
」

を

意
味
す
る

ギ
リ
シ

ア

語

斷
Φ

門

om

に

立
ち
戻
っ

て

考
察
し

な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。

　

ブ
ル

ケ

ル

ト

（

芝
巴

器
脱

劇
宣

野
o

答）

に

よ

れ

ば
、

三
 
層

ou
・

は、

犠
牲

動
物

、

神
殿
お

よ
び
祭

壇
、

金
銭
を

含
む

奉

納
物、

さ
ら

に

は

凡
そ

神
殿

な
い

し

神
に

関
す
る

も
の

全
て

に

対
し
て

用
い

ら
れ

る

が
、

そ
の

意

味
の

核
は

、

「

神
な
い

し

聖
域
に

取

消
不
可

能
（｛
畦
Φ

く
oo

帥

塹
 ）

な

形
で

属
し

て

い

る
」

こ

と

に

あ
る

。

こ

の

語
は

対

象
を
切
り

取
り、

境
界

設
定
す
る

機
能
を

有
す
る
。

つ

ま

り、

ひ

と

た
び

ぼ

奠
。
°。

と

さ

れ
た

対
象
は

、

そ

れ

以
外
の
一

般
の

も
の

臼
o
氈
o
°蔭
）

か

ら

区
別
さ

れ
、

「

不

可

侵
」

な

も

の

と

な

る
。

こ

の

よ

う

に

し

て
、

ぼ
 

「

o
ω

が

聖
域
と

密
接
に

関
わ

っ

て

く
る
こ

と

が

判
る。

　

さ
て、

こ

の

よ

う
な
意

味
を

有
す
る

神
聖
な

る

も

の

の

「

不
可
侵
性
」

が

侵

害
さ

れ

た

時、

ど

の

よ

う
に

な

る

か

？

　
こ

こ

に

宗
教
と

法
が

関
わ

る

次
元
が

浮
上

す
る

。

パ

ー

カ

ー

（
閑
o
ぴ
Φ

辞

勺

贄
犀
Φ
「）

は
、

法
と
宗

教

の

関
係
を
三

つ

の

レ

ペ

ル

で

捉
え

て

い

る
。

第
一

に

宗
教
法
な

い

し

神
聖

法、

即
ち

儀
礼
規
則

。

第
二

に

宗
教

犯
罪、

即
ち

不

敬
罪
な
い

し

漬
神

法
。

そ
し
て

第
三

に

訴
訟
行
為
の

宗
教
的
形
式

（

代
表

例
は

宣

誓）
。

第

三

の

問
題
群
は

極
め

て

重
要
で

あ
る
が

、

こ

こ

で

は、

眠
 
o
°・

と

の

関

係
上、

第
二

に

つ

い

て

述
べ

た
い

。

　

宗
教
犯
罪
は

、

「

濱

神
（
四
ω

 
げ
Φ

壁）
」

と
「

神
殿

強
盗
（
匪
霞
o
ω

笆
皷
ご

に

大

別
さ
れ
る

。

但
し
、

強
盗
と
い

う

語
は

暴
力
（
威
力）

で

他
人
の

財

物
を

奪
う
と
い

う
ニ

ュ

ア
ン

ス

が
あ
る

が、

ぼ

賃
o
 

覧
壁

は

金

銭
の

横
領

の

よ

う
な
暴

力
を

伴
わ

な

い

場
合
も

含
む

。

こ

れ
ら
の

犯
罪
に

対
す
る

刑

罰
は

、

ソ

ク

ラ

テ

ス

の

裁
判
で

知
ら

れ
る

よ
う
に
、

極
刑

、

即
ち

死
刑

、

ま

た

は

国
外
追

放
お

よ

び

財
産
没

収
で

あ
る

。

前
者
の

代
表
例
に

は
、

ト

ウ

キ
ュ

デ
イ

デ
ー

ス

及
び

ア
ン

ド
キ

デ
ス

な
ど

で

伝
承
さ

れ

て

い

る

「

秘

儀
事
件
お

よ

び
ヘ

ル

メ

ス

豫
破
壊
事
件
」

も
あ
る

。

本
報
告
で

は

神
殿

強

291 （1383）
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盗
に

つ

い

て

触
れ
て

お

き

た
い

。

　

前
者
に

比
べ

て

後

者
の

方
が
、

犯

罪
の

構
成
要
件
が

明
確
な

よ

う
に

思

わ
れ

る

が
、

金
銭
の

場
合
（

横
領）

の

よ
う
に

必
ず
し

も
そ
う
で

な
い
。

ま

た
、

神
殿
強
盗
に

関

す
る

資
料
の

残

存
状
況
は

良
く
な

い
。

報
告
で

は、

リ
ュ

シ

ア

ス

第
七

弁
論
（
い

わ
ゆ

る

「

聖
な
る

オ

リ
ー
ブ

の

木
」

事

件）

と

プ

ラ

ト

ン

の

『

法
律』

第

九
巻
（
°。

芻
『
°。

蟹
餌）

を

取

り

上

げ

る
。

前
者
の

分

析
か

ら
は
、

た

と

え

神
話

起
源
で

あ

れ
｝

旦

霞

奠
o
°。

と

さ

れ
た

も
の

が

持
つ

追
及

力
の

大
き

さ

が

窺
え
る

。

一

方
後
者
で

は、

プ

ラ

ト
ン

草

案
は

神
殿

強
盗
に

対
す
る

最
も

詳
細
な

規
定
で

あ
り
、

実
定
法

理

解
に

も
示
唆

的
で

あ
る

こ

と

が

判
明
す

る
。

最
後
に、

以
上

の

考
察
か

ら

ギ
リ
シ

ア

宗
教
に

関
し
て
一

言
述
べ

た

い
。

　

確
か

に
、

神
聖
（
三
90
 
）

概
念
は
境

界
画
定
機
能
を

有
し
、

ま
た

取

消
不
可
能
で

あ
る

。

し
か

し、

そ

れ
が

法
の

次
元
に
、

即
ち

紛
争
が

裁
判

に

持
ち

込
ま

れ

る

や

否
や、

例
え
ば

ア
テ

ナ
イ

で

は、

法
廷

弁
論
に

よ

っ

て

そ
れ
以

外
の

事
柄
と

同
様、

い

や

実
際
は
そ

れ

以
上
に

事
態
は

非
常
に

紛
糾
す
る

、

古
代
ロ

ー
マ

に

お

け

る

お
一

一

ぴq
凶

o

概
念
に

つ

い

て

　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

小

　
堀

馨

　
子

　

近

代
西
欧

諸
語
の
智

 

＝

咀
o
誹

と
い

う

言
葉
は
ラ

テ

ン

語
の

邑向
伊q
δ

が

語
源
で

あ
る

が
、

ラ

テ

ン

語
の

笛
嵩
◎q
ご

で

表
わ

さ

れ
る

内

容
は、

現
代

語
の
「

 
H

碍
凶

o
う

と

は

大
い

に

異
な
る
。

宗

教
学
で

は

神
学
の

影

響

を

受

け
て

教

父
が

為
し

た

説
明、

即
ち

話

憂一
〇

の

語
源
は

マ
¢

嵩
ぴq
餌

話

再
び

縛
る

」

に

由
来
す
る

だ
け

で

済
ま
し

て

し

ま
う
こ

と

が

多
い

が
、

こ

の

説

明
は

十
分
で

は
な
い
。

そ

し
て
「

色

齢
δ

の

用
法
を

考
え
る

際
に
、

語

源

に

意

味
の

説
明
を
求
め

る

の

で

は
な

く、

語
の

意
味
の

歴
史
的
変
遷
を

押

さ

え
る

方
が
一

層
重
要
で

あ
る

。

　

本

発
表
で

は

以
上
の

前
提
を

踏
ま

え
て
、

話
団

笹
o

の

用

法
の

歴
史
的

変
遷
を

探
る

。

ま

ず
前
三

世
紀
に

こ

の

語
が

初
出
す

る

際
に

は、

タ

ブ

ー

や
、

忌

諱
に

触
れ

て

の

言
い

訳
と

い

う
軽
蔑
的
な
ニ

ュ

ア

ン

ス

を

内
包

し
、

ω

弓
Φ

誘
鉱
江
o

の

意

味
と

も

共

通
点
の

あ
る

用

法
で

あ
っ

た
。

時

代

が

下
っ

て

前
二

世
紀
末
に

な

る

と、

軽
蔑
的
な
ニ

ュ

ア

ン

ス

も
称

賛
的
な

ニ

ュ

ア
ン

ス

も
な
い

、

た

だ

中
立

的
に

「

儀
礼
」

の

意
味
を
表
す
用
法
が

出
現
す
る

。

前
　

世
紀
に

入

り、

キ

ケ

ロ

の

同

時
代
に

な
る

と、

用
法
に

多
様
性
が

見
ら
れ
る

が、

古
典
作
家
の

中
で
一

番
用

例
が
多
い

の

は
キ

ケ

ロ

で

あ
り、

五

七
七

例
を

数
え

る
。

キ

ケ

ロ

の

用
法
は

四

つ

に

大
分
さ

れ

る
。

一
、

儀
礼
や

儀
式
と

い

っ

た

事
象
を

価

値
中

立
的
に

描

写
す
る

用

法、

二
、

規
範
・

規
範
破
り
・

規
範
破
り
を
戒
め

る

態
度

・

規
範
遵
守
・

良
心
の

咎
め
・

儀
式
執

行
に

際
し
て

の

細
々

と

し

た
気
配
り、

と

い

っ

た

態
度
を

描
写
す
る

用
法、

三
、

神
々

へ

の

尊
崇

・

敬

神
の

念
・

聖
性
な

ど

の

宗
教

感
情

、

四
、

迷

信
と

同
義
の

用
法、

で

あ
る

。

二

と

四
の

用
法
は

前
三

世
紀
以

来
の

古
来
の

用
法
と
重
な
っ

て

お

り、

一

の

用
法
は

キ
ケ

ロ

の

時
代
の

少
し

前
に

出
て

き

た

も
の

で

あ
り、

三

の

用
法
が

キ
ケ

ロ

の

時

代
に

加
わ
っ

た

も

の

で

あ
る

。

四
の

用

法
が

古
く、
°。

も
韓
。゚

葺
δ

と

い

う

名
詞
が
キ
ケ

ロ

の

時
代
に

な

っ

て

登
場
す
る
と

い

う
こ

と

は
、

こ

の

時

代
に

。゚

ε
興
ω

陣
ご

と
噌

毘
αq
δ

の

用
法
が

分
化
し
た

と

言
え
よ

う
。

　
こ

の

よ
う
に

冨

贏一
〇

と
ω

唇
Φ

誘

葺
δ

が

分
化
し、

前
者
が

宗
教
的
な

る

事
象
を
表
現
す
る

た

め

の

語
彙
と

し

て

用
い

ら

れ

る

よ

う
に

な
っ

た、
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